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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成30年9月13日(2018.9.13)

【公表番号】特表2017-523188(P2017-523188A)
【公表日】平成29年8月17日(2017.8.17)
【年通号数】公開・登録公報2017-031
【出願番号】特願2017-504752(P2017-504752)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｋ  31/519    (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  35/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｋ   31/519    ＺＮＡ　
   Ａ６１Ｐ   35/02     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成30年7月31日(2018.7.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＥＰ３００、ＭＬＬ２、ＢＣＬ－２、ＲＢ１、ＬＲＰ１Ｂ、ＰＩＭ１、ＴＳＣ２、ＴＮ
ＦＲＳＦ１１Ａ、ＳＭＡＤ４、ＰＡＸ５、及びＣＡＲＤ１１から選ばれる１つ以上のバイ
オマーカー遺伝子に修飾を有しない個人における、びまん性大細胞型Ｂ細胞リンパ腫（Ｄ
ＬＢＣＬ）の治療のための薬剤の製造におけるイブルチニブの使用。
【請求項２】
　前記個人が、ＥＰ３００、ＭＬＬ２、ＢＣＬ－２、ＲＢ１、ＬＲＰ１Ｂ、ＰＩＭ１、Ｔ
ＳＣ２、ＴＮＦＲＳＦ１１Ａ、ＳＭＡＤ４、ＰＡＸ５、及びＣＡＲＤ１１から選ばれる２
つ以上のバイオマーカー遺伝子に修飾を有しない、請求項１に記載の使用。
【請求項３】
　前記１つ以上のバイオマーカー遺伝子が、ＢＣＬ－２、ＲＢ１、ＬＲＰ１Ｂ、ＰＩＭ１
、及びＴＳＣ２から選ばれる、請求項１または請求項２に記載の使用。
【請求項４】
　前記ＥＰ３００、ＭＬＬ２、ＢＣＬ－２、ＲＢ１、ＬＲＰ１Ｂ、ＰＩＭ１、ＴＳＣ２、
ＴＮＦＲＳＦ１１Ａ、ＳＭＡＤ４、ＰＡＸ５、及びＣＡＲＤ１１遺伝子に関連する前記修
飾が、前記ＥＰ３００、ＭＬＬ２、ＢＣＬ－２、ＲＢ１、ＬＲＰ１Ｂ、ＰＩＭ１、ＴＳＣ
２、ＴＮＦＲＳＦ１１Ａ、ＳＭＡＤ４、ＰＡＸ５、及びＣＡＲＤ１１タンパク質に修飾を
もたらす、請求項１～３のいずれか１項に記載の使用。
【請求項５】
　前記ＢＣＬ－２タンパク質が、アミノ酸残基４、９、３３、４７、４８、４９、６０、
６８、７４、１１３、１１４、１２０、１２２、１２９、１３１、１６５、１９７、１９
８、２００、２０１、２０３、及び２０６に対応する位置で、１つ以上の修飾を含む、請
求項４に記載の使用。
【請求項６】
　前記修飾が、Ａ４Ｓ、Ｙ９Ｈ、Ｇ３３Ｒ、Ｇ４７Ａ、Ｉ４８Ｓ、Ｆ４９Ｌ、Ａ６０Ｔ、
Ｒ６８Ｋ、Ｔ７４Ｎ、Ｔ７４Ｓ、Ａ１１３Ｇ、Ｅ１１４Ａ、Ｈ１２０Ｙ、Ｔ１２２Ｓ、Ｒ
１２９Ｈ、Ａ１３１Ｖ、Ｅ１６５Ｄ、Ｇ１９７Ｒ、Ｇ１９７Ｓ、Ａ１９８Ｖ、Ｇ２００Ｓ
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、Ｄ２０１Ｎ、Ｓ２０３Ｎ、及び２０６Ｗを含む、請求項５に記載の使用。
【請求項７】
　ＤＬＢＣＬが、活性化Ｂ細胞ＤＬＢＣＬ（ＡＢＣ－ＤＬＢＣＬ）、胚中心Ｂ細胞様ＤＬ
ＢＣＬ（ＧＢＣ－ＤＬＢＣＬ）、または未分類ＤＬＢＣＬである、請求項１～６のいずれ
か１項に記載の使用。
【請求項８】
　前記ＤＬＢＣＬが、再発性または難治性ＤＬＢＣＬである、請求項１～７のいずれか１
項に記載の使用。
【請求項９】
　ＣＤ７９Ｂにおける芳香族残基への修飾、及びＭＹＤ８８におけるアミノ酸位置１９８
または２６５での少なくとも１つの修飾を有する個人における、びまん性大細胞型Ｂ細胞
リンパ腫（ＤＬＢＣＬ）の治療のための薬剤の製造におけるイブルチニブの使用。
【請求項１０】
　ＣＤ７９Ｂにおけるアミノ酸位置１９６での前記修飾が、Ｙ１９６Ｆである、請求項９
に記載の使用。
【請求項１１】
　ＭＹＤ８８におけるアミノ酸位置１９８での前記修飾が、Ｓ１９８Ｎである、請求項９
に記載の使用。
【請求項１２】
　ＭＹＤ８８におけるアミノ酸位置２６５での前記修飾が、Ｌ２６５Ｐである、請求項９
に記載の使用。
【請求項１３】
　前記個人が、ＣＤ７９Ｂ及びＭＹＤ８８において、Ｙ１９６ＦとＳ１９８Ｎ、またはＹ
１９６ＦとＬ２６５Ｐの前記修飾の組み合わせを有する、請求項９に記載の使用。
【請求項１４】
　前記ＤＬＢＣＬが、活性化Ｂ細胞ＤＬＢＣＬ（ＡＢＣ－ＤＬＢＣＬ）、または未分類Ｄ
ＬＢＣＬである、請求項９～１３のいずれか１項に記載の使用。
【請求項１５】
　前記ＤＬＢＣＬが、再発性または難治性ＤＬＢＣＬである、請求項９～１４のいずれか
１項に記載の使用。
【請求項１６】
　ＲＯＳ１におけるアミノ酸位置１５での修飾が無い個人における、びまん性大細胞型Ｂ
細胞リンパ腫（ＤＬＢＣＬ）の治療のための薬剤の製造におけるイブルチニブの使用。
【請求項１７】
　ＲＯＳ１におけるアミノ酸位置１５での前記修飾が、Ａ１５Ｇである、請求項１６に記
載の使用。
【請求項１８】
　ＲＯＳ１における前記Ａ１５Ｇ修飾が、前記個人が、進行性ＤＬＢＣＬを発症したか、
または発症する可能性があることをさらに示す、請求項１７に記載の使用。
【請求項１９】
　ＤＬＢＣＬが、活性化Ｂ細胞ＤＬＢＣＬ（ＡＢＣ－ＤＬＢＣＬ）、胚中心Ｂ細胞様ＤＬ
ＢＣＬ（ＧＢＣ－ＤＬＢＣＬ）、または未分類ＤＬＢＣＬである、請求項１６～１８のい
ずれか１項に記載の使用。
【請求項２０】
　前記ＤＬＢＣＬが、再発性または難治性ＤＬＢＣＬである、請求項１６～１９のいずれ
か１項に記載の使用。
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